
～新型コロナウイルス感染症の感染発生時の対応について～ 
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PCR 検査（陽性） 

   

 →感染経路の確認，濃厚

接触者の確認，前後 2週

間の行動履歴 

 

□ PCR検査において島内

で陽性が出た場合は，即

臨時休業とする。（この時

点で感染経路や濃厚接触

者は判明している。） 

□ 濃厚接触者の検査結果

が判明するまで第一次臨

時休業措置 

（検査結果判明まで３日

間ほど） 

□ 第２次臨時休業措置の

期間と規模を決定する。 

※ 感染予防対応と２次被

害（差別・偏見）対応か

ら拡大措置を実施 

   

 

２次被害を考慮した拡大

措置 

 

屋久島町内において年齢に関わらず，新型コロナウイルス感染症の感染
が認められた場合は，以下に示す対応を行います。町民の皆様におかれま
しては，感染拡大防止の徹底と心理的２次被害（偏見等）の防止について，
御協力をお願いします。 

 町内において，新型コロナウイルス感染症の感染（陽性）が認

められた場合は，感染経路や濃厚接触者の検査結果等が判明する

までを第一次臨時休業措置として，全ての小・中学校において，

即臨時休業を実施する。本期間を第一次臨時休業期間とします。 

第一次臨時休業措置 

第二次臨時休業措置 ３案 

【検査結果が陽性の場合】 
【２案】島内の小・中学校におい

て第二次臨時休業（休校）措置を

実施する。 

※ 町内の感染状況を見ながら，

期間についての判断は，屋久島保

健所等と協議の上決定する。 

【感染経路が不明の場合】 

【感染経路が明白】→濃厚接触者はＰＣＲ検査の実施 

【１案】第一次臨時休業（休校）期間と合わせて２週間の臨時休
業（休校）措置を行う。 

※ 臨時休業期間を延長するかについては町内の感染状況を見ながら，判
断を屋久島保健所等と協議の上決定する。 

【検査結果が陰性の場合】 
【３案】陰性の場合でも，感染が

認められた学校または校区の小・

中学校において第二次臨時休業

（休校）措置を数日間実施する。 

※ 町内の感染状況を見ながら，期

間についての判断は，屋久島保健所

等と協議の上決定する。 


